




東京都 休業協力金について 

東京都は 10 日、新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるため、休業要請に協力した事業者向け

に検討している「協力金」について 50 万円を支給することを決めた。都の要請を受け入れて休

業した事業者や小規模店舗が対象となる。総額で 1000 億円近くになるとみられる。10 日午後に

概要を公表する。 

給付時期は 5 月中旬を目指して準備を進めている。 

都は国による緊急事態宣言を受けて都民への外出自粛を呼びかけている。一方、商業施設などに

対しても休業を要請するが、中小規模の事業者の場合、経営への影響が大きい。そのため都は中

小の事業者に対して一律 50 万円を協力金として給付する。ただ、2 店舗以上を所有する業者

は、100 万円とする。 

対象となるのは都が 10 日に休業要請する施設で、映画館やスポーツクラブ、学習塾や展示場、

カラオケボックスなど。 

都は 7 日の緊急事態宣言を発令したことを受けて、休業の要請を呼びかける予定だったが、百貨

店や居酒屋など対象となる施設が幅広く、経済活動への影響は大きいとして国と調整し、合意し

た。安倍晋三首相は 10 日午前、東京都と合意したことに「一致できたことは本当によかった」

と述べた。 

都は国の意向を踏まえて百貨店や屋外運動施設一部営業を認め、居酒屋も営業時間を短縮するな

ど、対象施設を絞った。対象施設の詳細を 10 日に小池百合子知事が公表する。 

（2020.4．10 日経記事より） 



 

 

 









 

 

 

 






